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                    墨田区長  山  﨑    昇    

 

墨田区条例第２７号 



   墨田区立学校設置条例の一部を改正する条例 

墨田区立学校設置条例（昭和３９年墨田区条例第２４号）の一部を次のように改正

する。 

 付則に次の１項を加える。 

６ 次の表の左欄に掲げる区立学校の位置は、平成２１年８月１日から墨田区教育委

員会規則で定める日までの間は、別表の規定にかかわらず、当該右欄に掲げるとお

りとする。 

  

名     称 位        置 

墨 田 区 立 東 吾 嬬 小 学 校 東京都墨田区立花一丁目２５番２７号 

 

   付 則 

 この条例は、平成２１年８月１日から施行する。 

 


